








   

構成委員の変更について 

 

規約第 5 条の区分 所属・職名 氏名 備考 

第 2 号 

公共交通事業者又は

その指名する者及び

その組織する団体 

（旧）南海電気鉄道㈱ 鉄道営業本部 

総括部 課長 

（新）南海電気鉄道㈱ 鉄道営業本部 

   えきまち計画推進部 課長 

（旧）中野 崇 

 

（新）小出 泰弘 

 

（旧）南海ウイングバス南部㈱  

常務取締役 支配人  

（新）南海ウイングバス南部㈱ 

   取締役 支配人 

（旧）芥子 孝満 

 

（新）讃井 聡 

 

第 4 号 
道路管理者又はその

指名する者 

国土交通省 近畿地方整備局 大阪国道

事務所 事業対策官 

（旧）小﨑 正勝 

（新）林 茂視 

 

大阪府 岸和田土木事務所 管理課  

課長 

（旧）勝藤 登 

（新）稲井 成宏 

 

岸和田市 建設部 部長 
（旧）吉田 政裕 

（新）岸 勝志 

 

第 5 号 
公安委員会の長又は

その指名する者 
岸和田警察署 交通課 課長 

（旧）榊 敏安 

（新）長谷川 雄一 

 

第 6 号 住民又は旅客 

岸和田市町会連合会 相談役 
（旧）吉野 富博 

（新）昼馬 光一 

 

岸和田市が選定する（公募）市民 （旧）稲内 一夫 
本人死亡の

ため削除 

第 8号 
大阪運輸支局長又は

その指名する者 

大 阪 運 輸 支 局  

首 席 運 輸 企 画 専 門 官 (総 務 企 画 ) 

（旧）本田 泰彦 

（新）中西 克之 

 

第 9 号 関係行政機関の職員 

国 土 交 通 省  近 畿 地 方 整 備 局  建 政 部 

都 市 整 備 課  課 長 

（旧）﨑谷 唯比古 

（新）大塚 賢太 

 

（旧）大阪府  都市整備部  交通道路室  道路

整備課 参事 

（新）大阪府 都市整備部 交通戦略室

交通計画課 課長 

（旧）梶川 正純 

 

（新）岡部 哲久 

 

 

（敬称略） 

 

資料２ 



広域連携軸の整備や拠点の形成に合わせた
公共交通ネットワークの再編
（路線バスの改正について）

1

資料３



2

広域連携軸の整備や拠
点の形成に合わせた公
共交通ネットワークの
再編

〇現行計画(交通まちづくりアクションプラン)の目標達成にむけた施策１

公共交通編



3

広域連携軸の整備や拠
点の形成に合わせた公
共交通ネットワークの
再編

〇現行計画(交通まちづくりアクションプラン)の目標達成にむけた施策２

総合交通戦略編



4

〇現在の地域公共交通網の将来像
平成29年11月策定 岸和田市交通まちづくりアクションプラン・公共交通編 P73より抜粋



5

〇現在の交通まちづくりアクションプランの取組

■現在の公共交通ネットワークイメージ

新たな拠点
（山直北地区）

地域拠点
（ゆめみヶ丘）

広域連携軸
（泉州山手線）

和泉中央駅

ﾓﾋﾞﾘﾃｨﾎﾟｰﾄ
R４完成予定



6

〇次期交通まちづくりアクションプランの方向性

■泉州山手線共用後における公共交通ネットワークイメージ

○ 既存のバスネットワークを再編・維持しつつ、泉州山手線と道の駅愛彩ランドを拠点として位置づけ、需要
に見合った新たなモビリティサービスを検討する。



7

〇福田線変更ルート

道の駅・愛彩ランド

丘陵地区（ゆめみヶ丘）岸和田

和泉中央駅

ルート変更 約1.4km



8

道の駅・愛彩ランド

丘陵地区（ゆめみヶ丘岸和田）

（仮称）新拠点交通広場
R４完成予定

実証運行ルート 約6.5km

和泉中央駅

〇道の駅・愛彩ランド～和泉中央ルート(実証運行)

〇道の駅・愛彩ランド～和泉中央ルート

山直北地区



路線バス福田線の改正内容について

説明資料

9



10

路線バス「福田線」における岸の丘町延伸について

路線バス「福田線（岸和田駅前～下松駅前～道の駅愛彩ランド）」において、下記のとおり岸の丘町へ
延伸いたします。※岸の丘町経由便については、ダイヤ案を参照。



修正ダイヤ等は当日配布します。
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１１

■福田線ダイヤ案 ※主要停留所のみ

岸和田駅前 発 【ダイヤ案】
行先 時 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
【623】
道の駅愛彩ﾗﾝﾄﾞ 40 10 7

57
【623V】
道の駅愛彩ﾗﾝﾄﾞ 10 10 10 10 10

(ゆめみヶ丘)

【622】
道の駅愛彩ﾗﾝﾄﾞ 10 10 10 10 10 10 10

(ゆめみヶ丘)

【622】
道の駅愛彩ﾗﾝﾄﾞ 10
【623】
道の駅愛彩ﾗﾝﾄﾞ 10 10
【623V】
道の駅愛彩ﾗﾝﾄﾞ 10 10 10 10 10

(ゆめみヶ丘)

※赤字＝岸の丘町一丁目経由

平
日

土
休
日

下松駅前 発 【ダイヤ案】
行先 時 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
【623】 ◎

道の駅愛彩ﾗﾝﾄﾞ 50 20 7 3

17
【623V】 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

平 道の駅愛彩ﾗﾝﾄﾞ 57 42 27 52 5 12 35 20 20 20 20 20
日 (ゆめみヶ丘) ◎

50
【623】 【623V】
岸和田駅前 24 29 2 19 4 4 4 4

48 59
【622】 【623V】
道の駅愛彩ﾗﾝﾄﾞ 25 25 25 25 25 25 25 20 20 20 20 20

(ゆめみヶ丘)

土 【623】
休 道の駅愛彩ﾗﾝﾄﾞ 20 20
日 【622】

道の駅愛彩ﾗﾝﾄﾞ 25
【622】
岸和田駅前 13 13 13 13 13 13 7 7
【623】 【623V】
岸和田駅前 0 0 0 0 0 0 0

◎:下松駅前始発便です｡
※赤字＝岸の丘町一丁目経由

道の駅愛彩ﾗﾝﾄﾞ 発 【ダイヤ案】
行先 時 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
【623】
岸和田駅前 5 50 50 50

50
【623V】
岸和田駅前 4 9 42

(ゆめみヶ丘)

28 39
【623V】
下松駅前 28 53 33 25 38 58

(ゆめみヶ丘)

【623C】
下松駅前 25 30

【622】
岸和田駅前 55 55 55 55 55 55

(ゆめみヶ丘)

【622】
岸和田駅前 55 55
【623】
岸和田駅前 48 48 48 48
【623V】
岸和田駅前 42 42 42

(ゆめみヶ丘)

※赤字＝岸の丘町一丁目経由

平
日

土
休
日

資料３ 当日配布資料



１２

■ローズバスダイヤ案

※北ループ４便、南ループ４便のみ時刻変更（赤字箇所）

１便 ２便 ３便 ４便 ５便 ６便
8:05 9:20 10:50 12:15 14:35 15:55
8:11 9:26 10:56 12:21 14:41 16:01
8:12 9:27 10:57 12:22 14:42 16:02
8:14 9:29 10:59 12:24 14:44 16:04
8:16 9:31 11:01 12:26 14:46 16:06
8:19 9:34 11:04 12:29 14:49 16:09
8:20 9:35 11:05 12:30 14:50 16:10
8:23 9:38 11:08 12:33 14:53 16:13
8:24 9:39 11:09 12:34 14:54 16:14
8:28 9:43 11:13 12:38 14:58 16:18
8:33 9:48 11:18 12:43 15:03 16:23

|| 9:55 11:25 12:50 15:10 ||
|| 9:58 11:28 12:53 15:13 ||

8:38 10:03 11:33 12:58 15:18 16:28
8:48 10:13 11:43 13:08 15:28 16:38
8:55 10:20 11:50 13:15 15:35 16:45
9:03 10:28 11:58 13:23 15:43 16:53

下松（市民病院南）

市民病院前

北ループ
岸和田駅前
上野町東

加守町２丁目
春木若松町
競輪場前

府営吉井住宅前
中井町

箕土路公園前
下池田町

小松里町北（総合体育館）

下松駅前

保健センター前
港緑町（波切ホール）

市役所前

岸和田駅前

１便 ２便 ３便 ４便 ５便 ６便

8:05 9:20 10:50 12:15 14:35 15:55
8:10 9:25 10:55 12:20 14:40 16:00
8:13 9:28 10:58 12:23 14:43 16:03
8:14 9:29 10:59 12:24 14:44 16:04
8:15 9:30 11:00 12:25 14:45 16:05
8:20 9:35 11:05 12:30 14:50 16:10
8:23 9:38 11:08 12:33 14:53 16:13
8:26 9:41 11:11 12:36 14:56 16:16
8:27 9:42 11:12 12:37 14:57 16:17
8:29 9:44 11:14 12:39 14:59 16:19
8:31 9:46 11:16 12:41 15:01 16:21
8:35 9:55 11:25 12:50 15:10 16:25
8:37 9:57 11:27 12:52 15:12 16:27
8:39 9:59 11:29 12:54 15:14 16:29
8:40 10:00 11:30 12:55 15:15 16:30
8:43 10:03 11:33 12:58 15:18 16:33
8:44 10:04 11:34 12:59 15:19 16:34
8:45 10:05 11:35 13:00 15:20 16:35
8:48 10:08 11:38 13:03 15:23 16:38
8:58 10:18 11:48 13:13 15:33 16:48

大手町

南ループ
岸和田駅前
市役所前

南町
大工町

岸和田駅前

下野町
和泉大宮駅前

市民病院前
下松駅前

上松台東町
上松台
山下町

上松緑町
上松町

ときわ公園前（ハローワーク）

保健センター前

藤井町
西ノ内

港緑町（波切ホール）浪切ホール

浪切ホール



岸和田市まちづくり推進部市街地整備課2021.12.3 岸和田市地域公共交通協議会
1

スマートシティの取組について（ご報告）

“大阪モデル”のスマートシティの実現に向けた取組を推進

少子高齢化や人口減少、ポストコロナへの対応など、大阪府や府内市町村の持つ課題の見え
る化および課題解決に向けたソリューションを持つ企業と企業、行政を繋ぐコーディネートや
テーマに応じたワークショップやセミナーの開催、大阪のスマートシティ推進に関する幅広い
情報発信により、企業やシビックテック、府内市町村、大学等と連携して“大阪モデル”のス
マートシティの実現に向けた取組を推進します。

大阪スマートシティパート
ナーズフォーラムの設立

令和3年8月に“大阪モデル”
のスマートシティの実現に向け
た推進体制として、企業やシ
ビックテック、府内市町村等と
連携して設立されました。

資料4



岸和田市まちづくり推進部市街地整備課2021.12.3 岸和田市地域公共交通協議会
2

スマートシティの取組について（ご報告）

×



岸和田市まちづくり推進部市街地整備課2021.12.3 岸和田市地域公共交通協議会
3

スマートシティの取組について（ご報告）
■令和３年度実証実験について

岸和田市では、泉州山手線沿道におけるまちづくりを控え、集約した拠点づくりや、それを結ぶ新たな都市交通網の検
討を開始しています。
コンパクトにまとまった拠点が孤立することなく、上手に連携するために、パーソナルモビリティを始めとした新たな移動手段
が中山間部の移動に貢献できるか実地での評価を得る機会として、マチナカ・山間部を結ぶ実証実験を行います。

図1.実証実験で結ぶ交通網イメージ



岸和田市まちづくり推進部市街地整備課2021.12.3 岸和田市地域公共交通協議会
4

スマートシティの取組について（ご報告）

■愛彩ランドにおけるモビリティ利用について

実証実験では、愛彩ランドを起点とした移動手段として「電動アシスト自転車」と「軽量電動バイク」を配備する計画
になります。

図2.愛彩ランドを出入りするモビリティ

「電動アシスト自転車」は主に愛彩ランドの利用者が使う移動手段になります。「軽量電動バイク」は主に生産者の
移動手段として使う他、周辺の観光施設などへの周遊手段として貸出を行います。

令和３年度実証実験の実施期間
2022年１月31日㈪～3月13日㈰を予定しています



岸和田市まちづくり推進部市街地整備課2021.12.3 岸和田市地域公共交通協議会
5

スマートシティの取組について（ご報告）



岸和田市まちづくり推進部市街地整備課2021.12.3 岸和田市地域公共交通協議会
6

スマートシティの取組について（ご報告）



岸和田市まちづくり推進部市街地整備課2021.12.3 岸和田市地域公共交通協議会
7

スマートシティの取組について（ご報告）

公共交通軸の
形成に向けた取組

泉州山手線と沿道まちづくり手法の
検討（ウラ面参照）と並行して、岸
和田市では「より便利」、「より暮らし
やすい」まちを実現していくために、第
一段階として新しく拠点となる山直北
地区で、バスなどの公共交通を充実
させるなど、より魅力を高める公共交
通軸の形成に向けた取組を行ってい
ます。具体的には、和泉中央駅を結
ぶ路線バスや、関西国際空港を結ぶ
リムジンバスなど、大阪・堺と空港を結
ぶ軸、通勤・通学等のための足として
の利用を想定しています。



岸和田市まちづくり推進部市街地整備課2021.12.3 岸和田市地域公共交通協議会
8

スマートシティの取組について（ご報告）

泉州山手線沿道の
まちづくり

泉州山手線沿道では、地域の活性化につながる計画的なまちづくりに取組む必要がある
ことから、「泉州山手線沿道のまちづくりの方針」を策定し、山直北・光明地区で土地区画
整理事業等のまちづくり手法について、地元住民の方と検討しています。特に、山直北地
区では地元主体の「山直北地区まちづくり勉強会」から「山直北地区まちづくり研究会」
にステップアップし、事業化検討パートナーの募集等、具体的な取組みを進めています。


